様式第１号(第７条関係)
浄化槽補助金交付申請書

令和　　　年　　　月　　　日
（宛先）紀の川市長

　　　　　　　　　　　　　　申請者　住　　所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　　名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号

　令和8年度において、浄化槽を設置したいので、紀の川市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱第7条の規定により、下記のとおり補助金の交付を申請します。

記

	１　設置場所
	紀の川市

	２　設置区分
	１　単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換
（単独処理浄化槽の撤去　　有　・　無　）
２　くみ取便槽から合併処理浄化槽への転換
（くみ取便槽の撤去　　　　有　・　無　）
３　新築　（単独処理浄化槽の撤去　　有　・　無　）
（くみ取便槽の撤去　　　　有　・　無　）
４　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

	３　設置等に要する費用
	浄化槽設置費
	円

	
	既存単独処理浄化槽撤去費
	円

	
	くみ取便槽撤去費
	円

	
	配管工事費
	円

	
	計
	円

	
４　交付申請額

	浄化槽設置分
	円

	
	既存単独処理浄化槽撤去分
	円

	
	くみ取便槽撤去分
	円

	
	配管工事分
	円

	
	計
	円

	５　住宅等所有者
	１．本人　　２．共有（　　人）　　３．その他（　　　　　）

	６　着工予定年月日
	令和　　　年　　　月　　　日

	７　完了予定年月日
	令和　　　年　　　月　　　日

	８　添付書類
	要綱第７条各号に定めるもの



浄化槽補助金交付申請に必要となる添付書類

ﾁｪｯｸ欄

（１）浄化槽設置計画書又は浄化槽設置届出書一式
（表紙に紀の川市の受理印が押され、補助金申請用と記載されているもの）

（２）浄化槽工事見積書（様式第２号）　※内容が充足していれば業者の様式でも可

※単独処理浄化槽又はくみ取便槽の撤去を伴う工事の場合、
撤去及び設置に係る費用の明細が確認できること。

※単独処理浄化槽又はくみ取便槽から合併処理浄化槽への転換を
伴う工事の場合、配管工事に係る費用の明細が確認できること。

（３）登録証（全浄協）

（４）登録浄化槽管理票（C票）

（５）小規模合併処理浄化槽施工技術特別講習会修了書又は昭和63年度
以降に浄化槽法第42条第1項各号に該当することとなった、浄化槽
設備士免状の写し

（６）納税証明書

※本補助金交付申請者の、前年度の納税証明書です。
前年の1月1日時点で住民票を置いていた自治体へご請求ください。
課税証明書とは異なりますので、請求の際はご注意ください。

（７）住民票

※本補助金の交付申請時点で、申請者を含む世帯員全員とその続柄が
記載されたもの。マイナンバーを記載する必要はありません。

（８）誓約書（下水道等汚水処理施設への接続に同意する旨の誓約書）


――――――――――――――――――――――――――――――――――
（１）～（５）… ハウスメーカーや浄化槽工事業者から受領するもの。

（６）～（８）… 本補助金交付申請者が取得や誓約を行うもの。

様式第２号(第７条関係)
	御　見　積　書
	

	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和　　年　　月　　日
	

	　設置者　　　　　　　　　　　　様
	

	
	

	　下記のとおり御見積り申し上げます。
	

	　見積り有効期限
	

	　　令和　　　年　　　月　　　日
	

	
	

	　　　　　　　　　　　　　　　　　　建築工事等の元請け業者
	

	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住所
	

	
	

	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	

	
	

	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号
	

	
	

	　　　　　　　　　　　　　　　　　　浄化槽工事業者
	

	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住所
	

	
	

	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	

	
	

	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号
	

	
	

	見積総額　　　　　　　　　　　　　　　　　円
	

	（ただし、消費税及び地方消費税は別途とします。）
	

	内訳明細
	

	名　　　称
	 　金　額  （円）
	備　　　考
	

	浄化槽設置費
	１　合併処理浄化槽本体
	
	①セット式浄化槽本体　②マンホール
	

	
	　　　　式　　　人槽
	
	③ブロワー　④運搬費
	

	
	２　土木コンクリート工事
	
	①仮設工事　②掘削　③残土処分
	

	
	
	
	④埋戻し　⑤割栗石　⑥捨コンクリート
	

	
	
	
	⑦鉄筋コンクリート　⑧鉄筋　⑨型枠
	

	
	３　本体据付工事
	
	①水張り　②ブロワー配管共
	

	
	４　配管工事
	
	①導入管　②放流管　③会所
	

	
	
	
	④臭突管　⑤散水栓
	

	
	５　電気工事
	
	①100Vコンセント工事
	

	
	６　諸経費
	
	
	

	
	小　　計
	
	
	

	単独処理浄化槽又は
くみ取便槽撤去費
	１　清掃費
	
	①汚泥汲取　②洗浄　③消毒
	

	
	２　撤去工事
	
	①掘削　②撤去工
	

	
	３　処分費
	
	①運搬費　②処分
	

	
	４　諸経費
	
	
	

	
	小　　計
	
	
	

	合　　計
	
	※設置に要する費用
	


《別途項目》
（１）山留工事及び水替工事　（２）放流ポンプ槽及び放流ポンプ工事　（３）マンホール嵩上工事
（４）支柱工事　（５）仮設電気及び水道使用料　（６）散水栓

誓　約　書




令和８年度紀の川市浄化槽設置整備事業補助金交付申請にあたり、下水道等汚水処理
施設の整備がなされたときは、その施設への接続に同意します。



（宛先）紀の川市長


令和　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住　所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
氏　名


浄化槽設置工事業者　各位



浄化槽設置工事の立会いについて



・急な立ち会い希望には応えられない場合があります。
立会いを希望する日の3日前までに、設置地区の立会い担当部署までご連絡ください。

・立会いの連絡時には、浄化槽設置計画書または設置届出書の表紙(1枚目)と
設置場所が分かる地図を必ずFAXしてください。

・立会い当日は、掘削した穴へ浄化槽を降ろした状態で職員の到着をお待ちください。
　(職員が浄化槽の型式及び人槽を確認するため、土等を浄化槽に被せないでください。)


浄化槽設置工事立会い連絡先
	設置地区
	立会い担当部署
	電話番号
	FAX番号

	打田地区
	紀の川市役所
	環境衛生課
	0736-79-3950
	0736-77-0914

	粉河地区
	紀の川市役所
	粉河支所
	0736-73-3311
	0736-73-6162

	那賀地区
	紀の川市役所
	那賀支所
	0736-75-3111
	0736-75-3117

	桃山地区
	紀の川市役所
	桃山支所
	0736-66-1100
	0736-66-1681

	貴志川地区
	紀の川市役所
	貴志川支所
	0736-64-2525
	0736-64-6599



